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入 札 公 告 

 

次の通り条件付一般入札に付します 

 

令和 7 年 11 月 10 日 

青森県八戸市市川町中谷地 194 番地  

 双日奥入瀬農業株式会社 

 代表取締役 米田 高敏 

 

 

標記については、条件付一般競争入札を実施しますので、入札に参加を希望する場合は、

下記により参加申込書を提出してください。 

 

 

記 

 

１ 工事の概要 

(1) 工 事 名  双日奥入瀬農業(株) たまねぎ乾燥設備工事 

(2) 工事場所 青森県八戸市市川町中谷地193-195 

(3) 工 期 契約書取り交わしの翌日から令和 8 年 3 月 15 日 

(4) 工事内容 本事業は「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊

急対策事業（令和 6 年度補正予算）／農業支援サービスの先進モデル支援のうちモデル的

取組支援のうち複数産地連携タイプ」に基づく補助金事業である。 

以下に掲げるたまねぎ乾燥設備の工事を行う。 

A．乾燥設備工事 

B．付帯設備工事 

          

２ 入札参加資格 

(1) 青森県内に本店を有し、管又は機械器具設置工事の建設業許可を受けていること。 

(2) 経常利益が直近 2 ヵ年間連続で赤字ではないこと。 

(3) 行政及び関係機関から工事請負契約に関する指名停止処分を受けていないこと。 

(4) 同種のたまねぎ乾燥施設に関する工事の実績を有すること。 

(5) 緊急時の不具合などに速やかに対応できるよう、4 市町近郊（八戸市・十和田市・

三沢市・おいらせ町など）にメンテナンス拠点を有していること。 

(6)  都道府県警察から暴力団関係業者として農林水産省が発注する工事等から排除す

るよう要請があり、当該状態が継続している有資格者でないこと。 

(7)  入札に参加を希望する者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 

 ア 資本関係 

  次のいずれかに該当する二者の場合。 
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(ｱ) 子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の２の規定による子 

会社等をいう。以下同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をい

う。以下同じ。）の関係にある場合 

(ｲ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

  次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｱ)については、会社等（会社法施

行規則（平成 18年法務省令第 12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。

以下同じ。）の一方が民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第２条第４号に規定す

る再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）

第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

(ｱ) 一方の会社の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、

次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

(1) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

1) 会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査 

等委員である取締役 

2) 会社法第２条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

3) 会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役 

4) 会社法第 348 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業 

務を執行しないこととされている取締役 

(2) 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

３ 入札参加資格の確認 

この工事の入札に参加しようとする者は、別に定める入札参加申請書及び資料（以下

「入札参加申請書」という。）を、双日奥入瀬農業株式会社に提出し、入札参加資格があ

ることの確認を受ける必要があります。 

なお、提出期限までに入札参加申請書を提出しない者及び入札参加資格がないと認め

られた者は、本入札に参加することはできません。 

 

 

(1) 入札参加申請書の提出 

ア 提 出 日 令和 7 年 11 月 21 日（金） 16 時 00 分まで 

        10 時 00 分 ～ 16 時 00 分 まで 

 ※（12 時 00 分 ～ 13 時 00 分 を除く） 

 ※提出日時は厳守してください。 

イ 提出場所 双日奥入瀬農業株式会社 

 所在地 青森県八戸市市川町中谷地194番地 

 代表取締役 米田 高敏    ℡ 070-4579-6485 

ウ 提出部数  1 部 

エ 提出方法 mail(PDF データ)または郵送 
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(3) 入札参加資格審査結果（参加資格通知）の通知 

ア 通 知 日 令和 7 年 11 月 28 日（金） 17 畤 00 分までに通知します。 

  FAX 等にて通知後、受領確認を返信する事。 

イ 通知方法 電話又は FAX、又は文書等で行います。 

 

(4) 入札参加申請に必要な書類等 

ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書 

イ 業務報告書（直近のもので法人概要書を含むこと） 

ウ 建設業許可通知書（写） 

エ 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書（直近 2 ヵ年分） 

オ 技術職員名簿 

カ 対象工事と同種工事の施工実績 

 

４ 工事仕様書に対する質問： 

（1）工事仕様書等に対して質問がある場合には、書面（様式は自由）により、次に従

い質問書を提出すること。質問がない場合は不要とする。 

   ア 提出期間： 

令和 7 年 11 月 10 日（月）から令和 7 年 11 月 21 日（金）16 時まで。 

    持参する場合は、上記期間の日曜日・祝日を除く毎日、10 時から 16 時まで 

（12 時から 13 時までの間を除く。土曜日は 12 時まで。）。 

   イ 提出場所：3 に同じ 

   ウ 書面は、持参又は郵送によるものとし、電送によるものは受け付けない。な

お、郵送による場合は、提出期間内に必着のこととする。 

（2）（1）の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。 

ア 期 間： 

令和 7 年 11 月 10 日（月）から令和 7 年 11 月 21 日（金）16 時まで。 

   イ 場 所：3 に同じ 

 

５ 競争参加資格確認通知書の送付 

 （1）日時：令和 7 年 11 月 28 日（金） 

       FAX にて通知後、受領確認を返信する事。 

 

６ 参加資格がないと認めた理由の説明請求期限 

 （1）日時：令和 7 年 12 月 1 日（月）16 時まで 

 （2）場所：3 に同じ（FAX 可） ※FAX 時は送付後に確認の電話をする事。 

                                                                       

７ 入札の無効に関する事項 

入札参加に必要な資格のない者又は虚偽の申請をした者。 

 

 



 4/5 

８ 入札執行の日時及び場所等： 

（1）入札方法：郵送 

（2）日時  ：令和 7 年 12 月 8 日（月）必着 

（3）郵送先 ：〒039-2241 青森県八戸市市川町中谷地 193-195 

 

９ 入札方法： 

（1）電送による入札は認めない。 

（2）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相

当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

（3）入札執行回数は、原則として、3 回を限度とする。 

 

10 入札保証金： 免除 

 

11 最低制限価格： 無 

 

12 開 札： 開札は、9 に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち

会わせて行う。 

 

13 支払い条件：  前払金  有 

         部分払  無 

         完成払  有（請負金額から前払金、部分払金を差し引いた金額） 

 

14 入札の無効： 

（1） 次に掲げる入札は無効とする。 

  ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札。 

  イ 本説明書及び入札心得書等（農林水産省に準じる）において示した条件等に 

違反した入札。 

  ウ 入札時点において 2 に掲げる資格のない者のした入札。 

（2） （1）の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り 

    消す。 

 

15 契約保証金 

契約金額の 10 分の 1 以上の金額を納付するものとする。ただし、ただし、履行保証

保険契約又は公共工事履行保証契約を締結した場合は、契約保証金を免除する。 

16 契約の締結 
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  （１） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相

当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

（２） 落札決定の日から 10 日以内に契約を締結する。 

（３） 落札の決定後、当該入札に付する請負契約の締結までの間において、当該落札

者が 2 に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合、当該請負契約を締結し

ない。 

 

17 落札者の決定の方法 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者に決定する。た

だし、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき、又

は当該者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適

当であるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最

低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。 

 

18 契約書作成要否等： 作成を要する。 

 

19 関連情報の窓口 ： 3 に同じ。 

 

20 その他：契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。  

 

以上 


